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申請の前に 

この補助金に係る留意事項等は、「香川県補助金等交付規則」（平成15年香川県規則第28号）、

「香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金交付要綱」（以下「補助金交付要綱」という。）

及び当要領によりますが、特に次の点にご留意ください。 

・この補助金は、交付申請後、提出書類により事業内容を審査の上で、令和８年５月末頃を目

途に交付又は不交付が決定されるものです。（提出された事業計画等の内容が「補助対象事

業」に該当する場合であっても、必ずしも補助金の交付を受けられるものではありません。）

【👉Ｐ18など】 

  ※事務局から内容確認等を行う場合もありますが、基本的には、ご提出いただいた申請書

や事業計画書の記載内容、添付書類等を基に審査を行うことになりますので、提出前に

十分にご確認のうえ、申請してください。 

・この補助金の支払は、補助事業終了後（交付決定を受けた事業者が補助事業を実施(*1)し、

支出証拠書類を添えて実績報告書（*2）、請求書等を提出した後）となります。 

 (*1)実施期間：令和７年10月１日（水）から令和９年１月５日（火）まで 

※仮に交付決定となった場合でも、令和９年１月５日までに事業を完了できない場合は支

給ができなくなりますので、期間内に完了が可能な取組みを事業計画に記載してくださ

い。 

 (*2)実績報告書の提出期間：県からの交付決定後、補助事業が完了した日から起算して30日

を経過した日又は令和９年１月15日（金）のいずれか早い日ま

で。 

              交付決定通知の文書日付時点で事業が完了している場合は、交

付決定通知の文書日付の日から速やかに提出してください。 

・この補助金の補助対象は、上記の「実施期間」中に発生し、支払いが完了した経費であって、

証拠書類等により補助対象経費として確認できるものに限られます。例えば、発注書や契約

書の日付、納品書の日付、支払（通帳に記載された引き落とし日等）の日付のいずれかが上記

の実施期間外（令和７年９月30日以前又は令和９年１月６日以降）である経費は、全額が補

助対象となりませんので、ご注意ください。【👉Ｐ６～12、Ｐ18、Ｐ22～30など】 

・この補助金により取得した財産については、補助事業完了後も一定期間は処分（補助事業目

的以外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されるものがあるなど、適切に管理しなけ

ればなりません。【👉Ｐ20～21など】 

・この補助金に関する収入・支出の帳簿や証拠書類は補助事業年度終了後５年間（令和14年３

月31日まで）、他の書類と区分して保管しなければなりません。【👉Ｐ20～21、Ｐ26など】 

・補助事業の進捗状況や補助金使用経費に係る総勘定元帳等の検査のため、補助事業実施期間

中及び完了後に、県や国の機関が実地検査に入ることがあります。なお、検査により補助金

※必ずお読みください 
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の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。【👉Ｐ21】 

 

・同一事業者が、補助対象事業として定める農業、畜産業、水産業（P3の２補助対象事業参照）

の二つ以上の事業を申請することはできません。 

 

・同一事業者が、同一内容で、本制度以外の国、県などの補助事業や委託事業等に採択され 

ている場合には、本事業では採択いたしませんのでご留意ください。 

 

 

・その他、当要領をよくお読みいただき、注意事項等をご確認の上で申請をお願いします。 

 

 

―補助金の不正受給に関する注意喚起― 

・補助金の申請等にあたって、「虚偽の申請による不正受給」「補助金の目的外利

用」「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な

行為が疑われる場合は、香川県補助金等交付規則及び補助金交付要綱に基づき施

設、帳簿その他の物件を検査し、不正と認定されれば交付決定を取消し、又は既に

補助金を交付しているときには期限を定めて加算金・延滞金を含めて返還を求めま

す。 

※不正受給が判明した場合は、警察に相談し、法的措置を講じることがあります。 

 

 

― 補助金の申請書等の作成等にあたっての注意喚起 ― 

・本事業の申請書や実績報告書は、農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金コールセ

ンターを窓口として香川県に提出いただく書類です。官公署に提出する書類の作

成・追記・補正は、申請者本人および行政書士または行政書士法人でない者が、い

かなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として行うことが禁止されており、違

反した場合は、罰則の対象となります。 

・本事業の申請書や実績報告書は、必ず、申請者本人、行政書士、行政書士法人にお

いて作成してください。 
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Ⅰ 補助事業について 

 
１ 事業の目的 

県内の農畜水産事業者が、物価高騰等による影響を乗り越えるため、創意工夫を凝らして

取り組む成長力の強化や生産性の向上につながる設備投資に要する経費に対して予算の範囲

内で補助金を交付し、県内農畜水産事業者を支援することを目的とします。 

 

２ 補助対象事業 

県内の農畜水産事業者が、物価高騰等による影響を乗り越えるため、創意工夫を凝らして

取り組む成長力の強化や生産性の向上につながる設備投資であって、以下の事業を対象とし

ます。ただし、補助対象経費合計額が（１）及び（３）は400万円（税抜）以上、（２）は200

万円（税抜）以上となるものを対象とします。 

対象事業 補助対象経費 

（新品または新設に限る） 

（１）（農業）作物の生産性・品質の向上や作業の

効率化・省力化など農業経営の継続・発展に資す

る設備投資事業 

 

営農用機械・器具本体、アタッチメント

等、栽培又は育苗施設、集出荷機械・器

具、有機物供給施設・機械 

 

 

（２）（畜産業）光熱水費の高騰対策として、再生

可能エネルギー設備機器や、暑熱対策に必要な水

源の確保のための設備等の導入事業 

 

太陽光発電システム関連機器・設備、水

道整備、井戸設置等 

 

 

 

（３）（水産業）業態転換やスマート化、環境負荷

低減等、先進的な取組みや持続可能な漁業・養殖

生産に資する事業 

 

漁業・養殖資機材、環境観測機器、飼育

管理機器、集出荷機械・器具、総トン数

5トン未満の漁船用の省エネルギー性能

に優れたエンジン 

 

３ 補助率・補助額・補助限度額等 

補助率、補助額及び補助限度額は、次のとおりです。 

（１）（農業） 

補助率 ３／４ 

補助額 補助対象経費合計額の３／４以内 

補助限度額 ２，０００万円 

※補助対象事業は、補助対象経費合計額が400万円（税抜）以上となるものに限ります。  
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（２）（畜産業） 

補助率 ３／４ 

補助額 補助対象経費合計額の３／４以内 

補助限度額 ７５０万円 

※補助対象事業は、補助対象経費合計額が200万円（税抜）以上となるものに限ります。 

 

（３）（水産業） 

補助率 ３／４ 

補助額 補助対象経費合計額の３／４以内 

補助限度額 ２，０００万円 

※補助対象事業は、補助対象経費合計額が400万円（税抜）以上となるものに限ります。 

 

・補助対象経費合計額に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てます。 

 ・採択された場合であっても、予算の都合等により申請金額から減額して交付される場合

があります。 

   

４ 補助対象者 

県内の農畜水産事業者（県内に本社若しくは主たる事務所又は農場を有する法人・任意組織

又は県内に住所（*1）又は農場を有する個人事業者）で、今後も事業を継続する意思があり、以

下の要件を満たす「農業者」、「畜産事業者」及び「水産事業者」を対象とします。 

 

〇農業者（３（１）農業の事業の補助対象者となります。） 

農業を営むものであって、農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 19条第１項

に規定する地域計画のうち同条第３項の地図に位置づけられること又は位置づけられることが

確実と見込まれること。 

 

〇畜産事業者（３（２）畜産業の事業の補助対象者となります。） 

申請時点で県内に農場があり、家畜や畜産物を販売する目的で、家畜の飼養を業として行っ

ていると認められること。 

 

〇水産事業者（３（３）水産業の事業の補助対象者となります。） 

漁業及び養殖業を営む者もしくは水産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第２条に規

定する漁業協同組合等（漁場環境観測を行う者に限る。）と認められること。 

 

ただし、事業収入（売上）を得ており(*2)、今後も農畜水産業を継続する意思がある者に限り

ます。 

なお、創業間もない場合は、交付申請までに開業届を提出した者が対象となります。ただし、 

令和７年10月１日（水）から交付申請までに行われた事業にあっては、事業に着手（発注等）し
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た日の前日までに、開業届を提出した者が対象となります。 

 

(*1) この補助金において住所とは、住民票上の住所とします。 

 

(*2) 事業収入の確認について 

申請に当たっては、提出書類により確認させていただきます。 

詳細については、「申請書類」（Ｐ13～17）をご参照ください。 

 

 

【補助対象外となる者（法人又は任意組織にあっては構成員を含む）】 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号

に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有していると認められる者 

（２）営業に関して必要な許認可等を取得していない者 

（３）国、法人税法（昭和 40年法律第 34号）第２条第５号に規定する公共法人 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122号）第２条第

５項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業（店舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る

同条第 13項に規定する「接客業務受託営業」を行う事業者 

（５）政党その他の政治団体 

（６）宗教上の組織又は団体（ただし、旅館業法（昭和 23 年法律第 138号）第３条第１項の許

可又は食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 55 条第１項の許可を受けている組織又は団体

であって、宿坊等を運営するものを除く。） 

（７）上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者 
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５ 補助対象経費 

（１）補助対象となる経費は、次の①～③の条件を全て満たすものとなります。 

①補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費（新品または新設に限る） 

②令和７年10月１日（水）から令和９年１月５日（火）までの期間中に発生し、支払が 

完了した経費 

③証拠書類等によって支払金額が確認できる経費 

 

（２）補助対象経費及び補助対象外経費 

補助対象経費分類 補助対象外経費 

（農業） 

① 営農用機械・器具
本体 

② アタッチメント等 

③ 栽培又は育苗施設 
④ 集出荷機械・器具 

⑤ 有機物供給施設・
機械 

その他、補助対象経費分

類に記載した機械・施設

に該当すると知事が認め

るもの。 

 

（畜産業） 

① 太陽光発電システム

関連機器・設備 

② 井戸設置 

③ 水道整備 

その他、補助対象経費分

類に記載した機器・設備

に該当すると知事が認め

るもの。 

 

（水産業） 

①漁業・養殖資機材 

②環境観測機器 

③飼育管理機器 

④集出荷機械・器具 

⑤総トン数5トン未満の

漁船用の省エネルギー

性能に優れたエンジン 

その他、補助対象経費に

該当すると知事が認める

もの。 

ア 補助事業の目的に合致しないもの 

イ 必要な経費支出関係の書類を用意できないもの 

ウ 令和７年９月30日以前に、又は令和９年１月６日以降に発注、契

約、納品、支払（前払含む。）等を実施したもの 

エ 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者 

への発注 

オ 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達 

に係る経費 

カ オークションによる購入（インターネットオークションを含

む。） 

キ 中古品の購入、施設・設備の改修・修繕 

ク 駐車場代や家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

ケ 電話代、インターネット利用料金等の通信費 

コ 消耗品代 

サ 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

シ 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

ス 修理費、車検費用 

セ 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネット 

バンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等 

ソ 公租公課（物品購入等契約に伴う印紙税、消費税及び地方消費税

等） 

タ 各種保証・保守料（メンテナンス料） 

チ 借入金などの支払利息及び遅延損害金 

ツ 免許・特許等の取得・登録費、特許等の使用料、利用料 

テ 講習会・勉強会・セミナー研修等の参加費や受講費等 

ト 専門家に対する報酬・謝金等（コンサル料に該当するもの含む） 

ナ 商品券・金券の購入費、仮想通貨・クーポン・（クレジットカー

ド会社等から付与された）ポイント・金券・商品券（プレミアム

付き商品券を含む。）での支払い、小切手・手形・電子記録債

権、ファクタリングでの支払、相殺による決済 

ニ 自社の役員報酬、人件費（アルバイト代、派遣料含む） 

ヌ 社員等の旅費 

ネ 各種キャンセルに係る取引手数料等 

ノ 補助金申請書類・実績報告書等の作成・送付・手続に係る費用 

ハ 機械設備等のリース料、クラウドサービスの利用料 

ヒ 補助事業の遂行に必要と明確に特定できない経費目的外使用にな

り得るもの、補助事業以外にも使用するもの等） 

フ 通常業務や他の取引と混合して支払いが行われており、補助対象

経費の支払いが区分し難い経費 
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ヘ 他の事業者から提出された事業と同一若しくはきわめて類似した

内容の案件に係る経費 

ホ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認め

られる経費 
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（３）具体的な補助対象経費の考え方 

（農業） 

項目 

（考え方） 

補助対象経費例 

（補助事業の実施に直接的に要する経費） 

補助対象外経費例 

（補助事業者の通常活動に要する

経費） 

①営農用機械・器具本

体 

 

乗用トラクター 

乗用管理機 

自走式草刈機 

乗用草刈機 

ラジコン草刈機 

複合作業田植機 

直播栽培用播種機 

自脱型コンバイン 

普通型コンバイン 

自走式防除機 

農薬・肥料散布用ドローン 

乾燥機 

色彩選別機 

計量機 

選別機 

野菜洗浄機 

水管理システム（給排水機） 

深耕用機械 

定植機 

防除機 

収穫機 

重量野菜運搬作業車 

水源施設 

揚水施設 

送水施設 

点滴潅水施設 

チッパー 

● 単なる更新目的の資機材・

機器等 

 

● 管理費、運用費、保守費 

（機器・システムの維持管理

に要する費用、各種保証料

を含む） 

 

● 通信費 

（通信回線使用料、データ通

信料等） 

 

● 機械設備等のリース料、ク

ラウドサービスの利用料 

 

● 家庭用・一般事務用ソフト

ウェア、 汎用的に使用でき

るパソコン、事務用プリン

ター等（ただし、補助事業の

遂行に必要であることが明

確な場合を除く） 

 

②アタッチメント等 施肥播種機 

鋤き込み機（プラウ） 

逆転ロータリー 

代かきハロー 

肥料・堆肥散布機 

フレールモア（アーム式を含む） 

グランドロータリー 

レーザーレベラー 

畔塗機 

溝堀機 

草刈機 

自動操舵システム 

フロントウエイト（※１） 

畝立て機 
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③栽培又は育苗施設 栽培温室 

雨よけ施設 

複合環境制御施設 

栽培ベンチ・ベッド 

養液栽培施設 

防風施設 

暖房施設 

換気施設 

炭酸ガス施用施設 

電照施設 

遮光施設 

冷却施設 

育苗施設 

育苗ベンチ 

夜冷育苗施設 

果樹棚 

単軌条運搬施設 

防鳥施設 

防獣施設 

防虫、防蛾施設 

接ぎ木装置 

④集出荷貯蔵施設・機

械 

建物 

選別機・選果機・調製機 

包装機・梱包機 

自動計量器 

予冷庫・保冷庫 

コンテナ（※２） 

貯蔵施設 

予措・追熟施設 

フォークリフト（※３） 

コンベア 

パレット（※４） 

採油機 

ホッパー 

ろ過器 

脱水機（採油残渣用） 

殺菌処理機 
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⑤有機物供給施設・機

械 

堆肥舎 

堆肥運搬車 

堆肥散布車 

ショベルローダ 

心土破砕機 

トレンチャー 

バックホー 

※１ フロントウエイトは、アタッチメントと同時に整備する場合に限り、補助対象とし、当該ア

タッチメントを装着するにあたり、農作業安全上必要な最低限度の重量に限る。 

※２ コンテナは、建物、選別機・選果機・調製機、予冷庫、保冷庫の一以上と同時に整備する場合

に限り補助対象とし、概ね 500リットル以上の内容量のものに限る。 

※３ フォークリフトは、建物、選別機・選果機・調製機、予冷庫、保冷庫の一以上と同時に整備す

る場合に限り補助対象とする。 

※４ パレットは、建物、選別機・選果機・調製機、予冷庫、保冷庫の一以上と同時に整備する場合

に限り補助対象とする。 
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（畜産業） 

項目 

（考え方） 

補助対象経費例 

（補助事業の実施に直接的に要する経費） 

補助対象外経費例 

（補助事業者の通常活動に要する

経費） 

①太陽光発電システ

ム関連機器・設備 

 

〇自家消費を目的として導入する再生可能

エネルギー発電システム等の導入 

（機械装置等において、付属品を要する場

合、それがなければ事業目的を達成できな

い必要最低限のものに限る。） 

 

○機械装置等の運搬に要する経費 

（本体価格に比して、高額な運搬費は認め

ない。） 

●売電を目的として導入する

再生可能エネルギー発電シ

ステム等 

 

●単なる更新目的の資機材・

機器等 

 

●管理費、運用費、保守費 

（機器・システムの維持管理

に要する費用、各種保証料

を含む） 

 

●通信費 

（通信回線使用料、データ通

信料等、クラウドサービス

の利用料等） 

 

●機械設備等のリース料 

 

●既存機械装置等の処分費 

 

②井戸設置 

③水道整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇井戸の掘削、水道整備、配水管の設置、揚

水機の購入等 

（機械装置等において、付属品を要する場

合、それがなければ事業目的を達成できな

い必要最低限のものに限る。） 

 

○機械装置等の運搬に要する経費 

（本体価格に比して、高額な運搬費は認め

ない。） 

●水の購入・運搬に係る経費 

 

●単なる更新目的の資機材・

機器等 

 

●揚水機の燃料費（電力料金

を含む） 

 

●管理費、運用費、保守費 

（機器・システムの維持管理

に要する費用、各種保証料

を含む） 

 

●機械設備等のリース料 

 

●既存機械装置等の処分費 
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（水産業） 

項目 

（考え方） 

補助対象経費例 

（補助事業の実施に直接的に要する経費） 

補助対象外経費例 

（補助事業者の通常活動に要する

経費） 

①漁業・養殖資機材 

 

○業態転換（新たな養殖方式の導入、漁船 

漁業から養殖業への転換等）に伴い必要とな

る漁業・養殖資機材 

○生産工程の効率化、省力化又は環境負荷の低

減に資する漁業・養殖資機材 

● 単なる更新目的の資機材・

機器等 

 

● 管理費、運用費、保守費 

（機器・システムの維持管理

に要する費用、各種保証料

を含む） 

 

● 通信費 

（通信回線使用料、データ通

信料等） 

 

● 機械設備等のリース料、ク

ラウドサービスの利用料 

 

● 家庭用・一般事務用ソフト

ウェア、 汎用的に使用でき

るパソコン、事務用プリン

ター等（ただし、補助事業の

遂行に必要であることが明

確な場合を除く） 

 

②環境観測機器 ○漁場環境の測定（水温、塩分濃度、流向流

速等）や、海況予測等に資する機器 

③飼育管理機器 ○養殖魚の成長把握、在庫管理、給餌量の最適

化等、飼育の管理に資する機器等 

④集出荷機械・器具 ○水産物の処理・加工、選別・検査、包 

装、貯蔵・冷凍・冷蔵、衛生管理、集出 

荷、販促、鮮度保持に資する機械・器具（漁

業・養殖業者が自ら生産した水産物の出荷・

流通に供するものに限る） 

⑤総トン数 5 トン未

満の漁船用の省エ

ネルギー性能に優

れたエンジン 

○燃費性能の向上により、環境負荷の 

低減等に資する機器 

〇設置費 

〇ソフトウェア導入

費 

〇ソフトウェア開発

外注費 

〇処分費 

 

 

○資機材・機器等の設置にかかる費用 

○専用ソフトウェアの導入 

 

○専用ソフトウェア開発外注費 

 

○資機材・機器等の処分費 

※いずれも、補助事業の遂行に必要なものに

限る。 

 

（農業・畜産業・水産業 共通） 

※補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費（目的外使用になり得るもの、本補

助事業以外にも使用するもの等）は、補助対象外となります。 

※その他、各対象経費の詳細は、「Ⅳ 対象経費詳細」（Ｐ22～26）を参照してください。 
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（４）補助対象経費全般に関する留意事項 

ア 消費税及び地方消費税は補助対象となりませんので、補助対象経費は税抜きの金額と 

なります。 

※税込価格しかわからない（内税表示）経費の場合の税抜価格（補助対象経費）の計算

方法 

①税込価格に100／110を掛けて１円未満の端数を切り上げた金額を税抜価格（補助対 

象経費）とします。 

②ただし、①の計算方法により算出した税抜価格に110/100を掛け、１円未満の端数 

を切り捨てた金額が、元の税込価格を超える金額となる場合については、①の計算 

方法によらず、税込価格に100/110を掛けて１円未満の端数を切り捨てた金額を税 

抜金額（補助対象経費）とします。 

 

[計算例] 

①10,000円（税込価格）×100/110=9,090.9090... 

補助対象経費（税抜価格）：9,091円（１円未満の端数切り上げ金額） 

②100,000円（税込価格）×100/110=90,909.0909... 

90,910円（１円未満の端数切り上げ金額）×110/100=100,001円（１円未満の端 

数切り捨て金額） 

元の税込価格100,000円を超えてしまうため、90,909.0909...の１円未満の端数 

を切り下げる。 

補助対象経費（税抜価格）：90,909円（１円未満の端数切り捨て金額） 

 

イ 委託や外注を行う場合は、委託内容や外注内容、金額等が明記された契約書等を締結

し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。 

 

ウ 補助事業に関する書類は、補助事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度（令和

９年度）から５年間（令和14年３月31日まで）は、補助事業以外の書類と区分し、見積

書、発注書、納品書、請求書、支払の証拠書類といった順に、取引の流れに添って保管

してください。 

Ⅱ 申請手続等 

１ 申請手続 

（１）受付期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年４月 10日（金）まで 

（令和８年４月 10日（金）の消印有効です。） 

 

（２）受付方法 

申請書類は、下記宛先に、郵送で提出してください。 

＜宛先＞ 〒760－0026 香川県高松市磨屋町５－９ プラタ 59 203号 

農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局 宛 
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（提出上の留意事項） 

・本補助金の申請は、１事業者につき１回限りとします。（複数の事業に申請することは

できません。） 

・書類の到着確認等の問合せには応じられませんので、簡易書留など、ご自身で送達状況

の追跡ができる方法で郵送してください。なお、郵送料は申請者側でご負担ください。 

・補助金交付要綱上、県へ提出された書類の写しは令和 14 年３月 31 日まで申請者にお

いて保管いただく必要がありますので、必ず全ての書類のコピーを保存してからご提

出ください。（見積書等の証拠書類は、原本をお手元で保管し、コピーを申請書等に添

付してください）。 

・封筒の裏面には差出人の住所、氏名を必ず記載してください。 

・提出いただいた書類・添付物等は、返却できません。 

 【申請に必要な書類の入手方法】 

申請書類は、下記ＵＲＬ（香川県ホームページ）からダウンロードしてください。 

ホームページアドレス 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/nouki/tisan/tyarennji_sinnseisyo.html 
  

 

   ※ホームページからの入手が困難な場合は、紙の申請様式集を、香川県庁本館・東館受

付横の配布場所、各県民センター（東讃・小豆・中讃・西讃）、市町の農畜水産業担当

課のほか、以下の県農政水産部の出先機関（*1）で入手してください。 

（*1）県農政水産部出先機関の配布場所 

 名 称 郵便番号 事務所の住所地 電話番号 

1 
小豆総合事務所（農業改

良普及課） 
〒761-4301 小豆郡小豆島町池田 2519-2 0879(75)0145 

2 農業試験場 〒761-2306 綾歌郡綾川町北 1534-1 087(814)7311 

3 
農業試験場府中果樹研

究所 
〒762-0024 坂出市府中町 36-1 0877(48)0731 

4 
農業試験場小豆オリー

ブ研究所 
〒761-4301 

小豆郡小豆島町池田 

2519-2 
0879(75)0033 

5 
さぬきフラワーガーデン

（園芸総合センタ－） 
〒761-1401 高松市香南町岡 1164-1 087(879)7355 

6 
東讃農業改良普及セン

ター 
〒769-2401  さぬき市津田町津田 930-2 0879(42)0190 

7 
中讃農業改良普及セン

ター 
〒765-0014 

善通寺市生野本町 1-1-12 

仲多度合同庁舎 2階 
0877(62)1022 

8 
西讃農業改良普及セン

ター 
〒769-1503 

三豊市豊中町笠田竹田 

438-1 
0875(62)3075 

9 農業大学校 〒766-0004 仲多度郡琴平町榎井 34-3 0877(75)1141 

香川県 未来チャレンジ支援 

 

検索 
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10 畜産試験場 〒761-0704 
木田郡三木町大字下高岡 

2706 
087(898)1511 

11 東部家畜保健衛生所 〒761-0701 
木田郡三木町大字池戸 

3196 
087(898)1121 

12 西部家畜保健衛生所 〒765-0022 善通寺市稲木町 9-2 0877(62)0020 

13 
西部家畜保健衛生所 

西讃支所 
〒769-1503 

三豊市豊中町笠田竹田 

438-1 
0875(62)6109 

14 東讃土地改良事務所 〒761-8076 高松市多肥上町 1251-1 087（889）0191 

15 中讃土地改良事務所 〒765-0014 
善通寺市生野本町 1-1-12 

仲多度合同庁舎 1階 
0877(62)0752 

16 西讃土地改良事務所 〒768-0067 
観音寺市坂本町 7-3-18  

三豊合同庁舎 3階 
0875(25)4086 

17 水産試験場 〒761-0111 高松市屋島東町 75-5 087(843)6511 

 

※配布場所ではお問合せに対応しておりませんので、ご質問等は以下へお願いいたします。  

【問合せ先】農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金コールセンター 

        受付期間：令和８年３月２日（月）～４月１０日（金） 

        受付時間：９：００～１７：００（土日祝日は開設しておりません。） 

        電  話：０５０-５５７４-４９６７ 

※申請受付開始後しばらくは、お電話が大変込み合うことが予想されます。そのため、お

電話がつながりにくい場合は、時間を空けておかけ直しいただくなど、ご理解とご協力

をお願いします。 

 

（３）申請書類 

・提出書類の用紙サイズは全てＡ４判で統一（Ａ４判より小さい書類はＡ４判用紙に貼付

／見積書・領収書等はＡ４判用紙にコピーしたものを提出）してください。 

・書類は全て片面印刷(ホチキス止めはしない)で、次の①から順に重ねてご提出ください。 

・所定書類のほかにも、詳細の確認のため必要な資料の提出を求めることがあります。  
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①補助金交付申請書（様式１） 👉記載例（Ｐ31）参照 

 

②事業計画書（別紙１） 👉記載例（農業Ｐ32～39、畜産業Ｐ40～48、水産業Ｐ49～52）参

照 

…｢補助対象経費｣の金額は、⑤の見積書等（申請時点で支払済みの経費の場合は銀行振込明

細書等）に基づく税抜金額を、公募要領（Ｐ13）の留意事項を参照の上で記入してくださ

い。 
 

③誓約書（別紙２） 👉記載例（Ｐ53）参照 

…申請者名を自署した原本をご提出ください。（コピーは不可） 

 

④チェックリスト 👉各項目をよくご確認の上で✔印を入れ、記名してご提出ください。 

 

⑤各経費の確認書類 

…事業計画書の｢補助対象経費｣に記載した全ての経費の見積書等※[写し] 

…ただし、申請時点で支払済みの経費については、見積書等※[写し]と銀行振込明細書等

[写し]の両方 

※見積書等について 

・見積書が徴取できない場合には、これに代えて、価格の妥当性が判断できる書類（ホームペー

ジやカタログ等の写し）を添付してください。 

・申請時点で支払済みの経費のうち、クレジットカード払い又は１取引 10 万円(税抜)以下で現金

払いした市販品の購入に限り、見積書等を省略し、領収書のみ提出とすることができます。 

なお、１取引 10 万円(税抜)を超える現金支払は認められません。 

・１契約（発注）あたり 100 万円(税込)を超える物品又はサービスの発注の場合は、同等品につ

き２者以上の見積書を徴取し、いずれも添付してください。 

 また、同等品であることが確認できる性能等を記載した書類等を添付してください。同等品で

あることが確認できない場合は、補助対象となりません。 

(注) 事業実施後は、「Ⅴ 証拠書類詳細」（Ｐ19～23）に記載の書類等を県に提出いただく必要が

ありますので、見積書等を徴取し購入の参考とした後も原本は必ず保管してください。 
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⑥ 事業実態の確認書類 
 

（共通） 
 

個人 

事業者 

 

●税務署に提出済の直近（令和６年または令和７年分）の確定申告書※[写し]  

…第一表・第二表に加えて、白色申告の場合は収支内訳書(１・２面)、 

青色申告の場合は所得税青色申告決算書(１～４面)を提出してください。 

 

※税務署受付印のない確定申告書の場合は、e-Tax の「受付結果（受信通知）」を印刷し

たもの、または税務署が発行する「納税証明書(その２：所得金額の証明)」の写しを添

付してください。 

 

※確定申告の義務がない場合又はその他相当の事由により提出できない場合は、 

直近（令和７年度分）の住民税の申告書類[写し] 

 

※創業後最初の確定申告を済ませていない場合は、開業届[写し]（窓口・郵送にて提出

された場合は、令和７年１月以降に提出された開業届の控えには税務署受付印は

押印されないため、収受日及び税務署名が記載されたリーフレットの写しを加え

て提出してください。また、e-Tax により提出された場合は、「受付結果（受信通

知）」）を加えて提出してください。） 

 

※畜産業に申請される方で、令和７年度配合飼料価格安定制度に加入している場合、上

記は添付不要です。 

法人 

●現在事項証明書※又は履歴事項全部証明書※ 

【申請日から３か月以内に発行された原本】 

●貸借対照表及び損益計算書（直近１期分）の写し（漁業協同組合等の場合は、

業務報告書の［写し］） 

※設立後最初の決算期を迎えていない場合は、法人設立届出書[写し] 

 

※畜産業に申請される方で、令和７年度配合飼料価格安定制度に加入している場合、上

記は添付不要です。 

任意組織 

●定款または規約、総会資料、収支内容を記載した書類 

（直近のものを提出してください。） 

（農業） 

●地域計画のうち目標地図に位置付けられた者に関する確認書👉記載例（Ｐ39）参照 

様式（様式１の（別紙１）①農業_添付資料）に必要事項を記載の上、農業経営を 

行っている農地が属する市町の農林主務課にご提出いただき、確認書の発行を受けてください。 

   ※これから地域計画に位置付けられようとする方は、市町から別途、地域計画への位置づけに

必要な申出書等の提出を求められることがあります。 

 

（畜産業） 

●畜産経営に関する確認表 

   公募要領（P48）の記載例を参考に記入してください。また、令和７年度配合飼料価格安

定制度に非加入の場合、申請者が家畜の飼養を業として行っている畜産経営者であることを確認

するため、確認表に記載されているいずれかの書類を提出ください 
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２ 交付決定 

（１）補助金の採択審査は、申請された内容について、審査を行った上で補助金の交付事業者

を決定します。 

  ※書面のみの審査となりますので、申請書や事業計画書には強み・長所を含めた取り組

み内容や効果をできるだけ具体的かつ詳細に記載し、不備のないようご注意ください。

提出書類に記載のあった内容で審査を行います。 

 

  ※申請受付期間終了後に審査を行うため、交付決定は令和８年５月末頃の見込みです。 

 

（２）審査の結果、補助金の交付を決定した（採択された）事業者には「交付決定通知書」、

それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を郵送します。ただし、補助金の交付を決定

する場合でも、対象外経費が含まれている等の理由により申請額から減額する場合があ

ります。 

（３）補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合でも申請額全て

に応じられない場合があります。 

 

３ 事業実施 

補助事業（補助の対象となる事業）は、令和７年 10月１日（水）から令和９年１月５日（火）

までの期間中に実施（事業に着手し支払が完了）した事業のみです。 

令和７年９月 30日（火）以前の事業の着手や令和９年１月６日（水）以降に事業を実施し

たものは補助の対象となりません。 

なお、事業の着手は「発注・契約」時となります。 

事業の実施には、発注書・納品書・請求書等の経費支出関係書類の作成・発行、や経費の支

払も含まれます。 

※例として、発注書・契約書の日付が令和７年９月 30 日（火）以前になっている経費や、

納品書の日付や経費の支払日が令和９年１月６日（水）以降になっている経費は補助対

象になりません。 

補助事業の内容を変更（補助金交付要綱第 11条第１項に該当するもの。）、中止、廃止する

場合は、事前に以下の書類を提出し、承認を受けなければなりません。 

・補助金変更承認申請書（様式４） 

・補助金中止（廃止）承認申請書（様式７） 

また、同一内容で、本補助金以外の国、県、市町などの補助事業や委託事業等に採択され、

交付を受ける場合は、必ず「補助金中止（廃止）承認申請書（様式７）」を提出してください。 

 

４ 実績報告 

県からの交付決定を受けた後、事業が完了した場合には、補助事業が完了した日から起算 

して 30 日を経過した日又は令和９年１月 15 日（金）のいずれか早い日までに実績報告書を

農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局に提出してください。 
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交付決定通知の文書日付時点で事業が完了している場合は、交付決定通知の文書日付の日

から速やかに実績報告書を農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局に提出してくださ

い。 

なお、物品の納品や工事完了等の事業の取組み及び経費に関する支払い等全てが完了して

いる必要があります。必要に応じて、営業許可の取得の状況を確認させていただく場合があ

ります。 

 実績報告時に提出が必要な書類はＰ26～30 までの「Ⅴ 証拠書類詳細」を参照してくださ

い。 

 

５ 補助金の支払 

補助金の支払いは、実績報告書に基づき、実施された事業内容の審査と経費内容の確認等

により交付すべき補助金の額を確定し、請求書を提出していただいた後（精算払）となりま

す。交付決定額から減額となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 
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Ⅲ その他の留意事項 

 

１ 財産処分の制限について 

補助金により購入した機械等のうち、単価が 50万円（税抜）以上のものは、処分制限財産 

に該当します。処分制限財産は、補助事業が完了した後も一定の期間は処分（補助事業目的以

外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されます。処分制限財産は、「取得財産等管理

台帳（様式 14）」に記載し管理してください。処分制限期間内に該当財産を処分しようとする

ときは、あらかじめ（処分する前に）、「補助金取得財産等の処分承認申請書（様式 15）」を県

へ提出し、承認を受けなければなりません。 

※処分制限期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15号）」

に定める耐用年数に相当する期間となります。 

 

２ 産業財産権等について 

補助対象期間内に産業財産権等（特許権、意匠権、商標権、育成者権等をいう。）を出願、

取得、譲渡及び実施権の設定をした場合は、「補助金産業財産権等取得等届出書（様式 16）」

を県へ提出しなければなりません。 

 

３ 収益納付について 

補助対象期間内に補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びそ

の他補助事業の実施により、事業完了時までに直接生じた収益（収入から経費を引いた額）が

ある場合には、補助金交付額を限度として、収益金の全部又は一部を県に納付していただく

場合があります。 

 

４ 交付決定の取消し及び返還について 

補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り

消すことがあります。その場合、補助金の返還が生じる可能性があります。 

（１）補助事業者が補助対象者の要件を満たさなくなったとき。 

（２）補助金の交付決定の内容、これに付した条件、その他補助金交付要綱やこれに基づ

く知事の指示に違反したとき。 

（３）補助事業を実施しないとき、又は実施する意思が認められないとき。 

（４）補助事業を中止し、継続して実施する見込みがないとき。 

（５）補助金を補助の目的外に使用したとき。 

（６）不正の手段によって補助金の交付を受けたとき 

 

５ 補助対象事業の経理について 

補助事業に関係する書類（農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局を通じて県に提

出した交付申請書等の写し、交付決定通知書等の県から受け取った書類、発注書・請求書等の

経費支出関係の書類等）は、一般の書類と区分し、補助事業の完了の日の属する県の会計年度

の翌年度（令和９年度）から５年間（令和 14年３月 31日まで）保存しなければなりません。
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また、この期間は、県から求めがあった際には、いつでも閲覧できるようにしておかなければ

なりません。 

また、経理については一般の経理とは別に、今回実施する補助事業に係る売上や費用、利益

等について、区分して経理を行ってください。事業実施期間内に補助事業に係る売上が発生

した場合は、区分された経理に基づいた、補助事業の収益状況が分かる資料を、実績報告時に

県へ提出しなければなりません。 

 

６ 検査について 

補助事業の進捗状況確認や納品された現物の確認、補助金使用経費にかかる総勘定元帳等

の検査のため、県が補助事業実施期間中及び完了後に実地検査に入ることがあります。 

また、国の会計検査院等が補助事業完了後に実地検査を実施することがあります。 

検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。 

 

７ 事業成果の報告及び取組内容の公表等について 

具体的な取組内容を活用事例として紹介する場合があります。 

採択事業者の方に対し、実績報告後に県から事業成果（実施事業による効果等）につ 

いて、当該情報発信に必要となる説明や画像素材等、情報提供を追加でお願いすることがあ 

ります。 

 また、事業実施後の状況について、必要に応じて報告を求めることがあります。 

なお、申請等により得られた情報は、当補助金関係業務以外に使用することはありません。 
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Ⅳ 対象経費詳細 

【各対象経費の説明】 

（農業） 

① 営農用機械・器具本体 ② アタッチメント等 ③ 栽培又は育苗施設  

④ 集出荷機械・器具 ⑤ 有機物供給施設・機械 

・補助事業を実施するにあたり必要な機械装置等の購入・製作に要する経費が補助対象となり

ます。また、機械装置等費の導入と一体で行う、改良（※１）又は据付け（※２）に要する経

費も対象となります。 

・機械装置等は、設置・据付を伴うことを原則とします。 

・単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。 

・単価50万円（税抜）以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了

し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分（補助事業目的以外で

の使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されることがあります。 

・処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず県へ申請し、承認を受けた後でなけれ

ば処分できません。県は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、交付し

た補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を

行うと、補助金交付要綱違反により補助金の交付決定の取消し・返還命令の対象となります。 

（※１）「改良」について 

「改良」とは、補助事業で購入した機械装置の機能を高め、又は耐久性を増すために行うも 

のです。 

（※２）「据付け」について 

「据付け」とは、補助事業で購入した機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限り

ます。設置場所の整備工事や基礎工事は機械装置等費に含みません。 

（※３）機械装置等において、付属品を要する場合、それがなければ事業目的を達成できな 

い必要最低限のものに限り対象とします。 

 

 

（畜産業） 

① 太陽光発電システム関連機器・設備 

・補助事業を実施するにあたり必要な機械装置等の購入・製作・設置に要する経費、及び機械

装置等の運搬に要する経費が補助対象となります。ただし、設置場所の基礎工事や建屋整

備・建設工事は含みません。また、機械装置等の導入と一体で行う、改良（※１）又は据付

け（※２）に要する経費も対象となります。 

・再生可能エネルギー発電システム等の導入は、自家消費を目的とするものに限ります。 

・機械装置等は、設置・据付を伴うことを原則とします。 

・既存機械装置等の処分費は補助対象となりません。 

・本体価格に比して、高額な運搬費は補助対象となりません。 

・単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。 

・管理費、運用費、保守費（機器・システムの維持管理に要する費用、各種保証料を含む）は
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補助対象となりません。 

・通信費（通信回線使用料、データ通信料、クラウドサービスの利用料等）は補助対象となり

ません。 

・機械装置等のリース料は補助対象となりません。 

・単価50万円（税抜）以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了

し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分（補助事業目的以外で

の使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されることがあります。 

・処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず県へ申請し、承認を受けた後でなけ

れば処分できません。県は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、交付

した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処

分を行うと、補助金交付要綱違反により補助金の交付決定の取消し・返還命令の対象とな

ります。 

（※１）「改良」について 

「改良」とは、補助事業で購入した機械装置の機能を高め、又は耐久性を増すために行

うものです。 

（※２）「据付け」について 

「据付け」とは、補助事業で購入した機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに

限ります。設置場所の基礎工事や建屋整備・建設工事は含みません。 

 

② 井戸設置 

③ 水道整備 

 

・補助事業を実施するにあたり必要な機械装置等の購入・製作・設置に要する経費、及び機械

装置等の運搬に要する経費が補助対象となります。ただし、設置場所の基礎工事や整備工

事は含みません。また、機械装置等の導入と一体で行う、改良（※１）又は据付け（※２）

に要する経費も対象となります。 

・機械装置等は、設置・据付を伴うことを原則とします。 

・既存機械装置等の処分費は補助対象となりません。 

・本体価格に比して、高額な運搬費は補助対象となりません。 

・単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。 

・水の購入・運搬に係る経費は補助対象となりません。 

・揚水機の燃料費（電力料金を含む）は補助対象となりません。 

・管理費、運用費、保守費（機器・システムの維持管理に要する費用、各種保証料を含む）は

補助対象となりません。 

・機械装置等のリース料は補助対象となりません。 

・単価50万円（税抜）以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了

し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分（補助事業目的以外で

の使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されることがあります。 

・処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず県へ申請し、承認を受けた後でなけ

れば処分できません。県は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、交付
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した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処

分を行うと、補助金交付要綱違反により補助金の交付決定の取消し・返還命令の対象とな

ります。 

（※１）「改良」について 

「改良」とは、補助事業で購入した機械装置の機能を高め、又は耐久性を増すために行

うものです。 

（※２）「据付け」について 

「据付け」とは、補助事業で購入した機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに

限ります。設置場所の基礎工事や整備工事は含みません。 

 

 

（水産業） 

①漁業・養殖資機材 

・業態転換や生産工程の効率化、省力化又は環境負荷低減に資する漁業または養殖用の資機

材、及びこれらを使用するために必要な付属器具等。 

 

②環境観測機器 

・水温、塩分濃度、流向・流速等の測定や海況予測等、漁場環境の観測・管理を行うために 

必要な機器、及びこれらを使用するために必要な付属器具等。 

 ・パソコン等の汎用機器についても、補助事業の遂行に必要であることが明確な場合は、対象経 

費となります。 

 ・なお、漁業協同組合等が補助事業者として認められるのは、補助対象経費が「環境観測機器」

の場合に限ります。 

 

③飼育管理機器 

・養殖魚の成長把握・在庫管理・給餌量最適化等、飼育の管理を行うための機器、及びこれ

らを使用するために必要な付属器具等。 

 ・パソコン等の汎用機器についても、補助事業の遂行に必要であることが明確な場合は、対象経 

費となります。 

 

④集出荷機械・器具 

・水産物の処理・加工、選別・検査、包装、貯蔵・冷凍・冷蔵、衛生管理、集出荷、販促、

鮮度保持当を行うために必要な機械・器具、及びこれらを使用するために必要な付属器具

等（漁業者及び養殖業者が自ら生産した水産物の出荷・流通に供する場合に限ります）。 

 

⑤総トン数5トン未満の漁船用の省エネルギー性能に優れたエンジン 

 ・省エネルギー性能に優れたエンジンは、「令和７年度補正 競争力強化型機器等導入緊急

対策事業」で助成対象となる漁船用エンジンの考え方に準じます。 

・被代替機器と比較して燃油使用量の削減が可能であり、一般社団法人 漁業経営安定化推

進協会のホームページ「機器導入（補助事業）」ページに掲載されている「最新対象機器
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リスト（海洋水産システム協会提供）」【下記URL参照】に記載されている機器が対象で

す。 

https://www.systemkyokai.or.jp/osirase/syouenekikidounyuusuisinn/Energy_saving_e

quipment_list.pdf 

・経年劣化による燃費悪化が著しいエンジンを同出力以下のエンジンに換装する場合は、以

下のいずれかの条件を満たす必要があります。 

▶被代替機器が、「製造から10年以上経過」していること。 

 （管理銘板により製造年月を確認してください。交付決定以前に導入した機器で、管理

銘板による確認ができない場合は、漁協長の証明（様式任意）を添付してくださ

い。） 

▶製造年月10年未満の場合でも、被代替機器を主機として、「1,500日以上の操業日数実

績」があること。（漁協長の証明（様式任意）を添付してください。） 

※申請書（様式１（別紙）事業計画書）の「事業概要」欄に、被代替機器と導入機器の

「メーカー名」と「型式」、同出力以下のエンジンに換装する場合は、被代替機器の管

理銘板に記載されている機関番号と銘板番号を必ず記載してください。 

   

 〇設置費 

・補助事業を実施するにあたり必要な資機材・機器等の購入・製作に要する経費が補助対象

となります。また、資機材・機器等の導入と一体で行う、改良（※１）又は据付け（※

２）に要する経費も対象となります。 

（※１）「改良」について 

「改良」とは、補助事業で購入した機械設備の機能を高め、又は耐久性を増すために行

うものです。 

（※２）「据付け」について 

「据付け」とは、補助事業で購入した機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの

に限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は機械装置等費に含みません。 

・単なる更新目的の機械装置等の購入は補助対象となりません。 

・機械等を下取りに出した場合は、下取り額を購入代金から差し引いた額を補助対象経費と

して申請してください。なお、申請時に不明な場合は、実績報告時にその額を差し引いて

報告してください。 

 

 〇ソフトウェア導入費 

・補助事業の遂行に必要な専用ソフトウェア・システムの購入、ライセンス取得、インスト

ール・設定等に要する経費。 

・通信費やクラウドサービス利用料（月額・年額などの継続的費用）は補助対象となりませ 

ん。 

 

 〇ソフトウェア開発外注費 

 ・補助事業の遂行に必要な専用のソフトウェア・システムの開発を第三者に外注するために

支払われる経費。 
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 ・外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物

等が帰属する必要があります。 

 〇処分費 

・補助事業の遂行のために、スペースを確保する等の必要がある場合において、事業者自身

が所有する資機材・機器等の廃棄・処分に要する経費。 

 

・単価50万円（税抜）以上の資機材・機器等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業

が完了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分（補助事業目

的以外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されることがあります（開発費も同

様）。 

・処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず県へ申請し、承認を受けた後でなけ

れば処分できません。県は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、交付

した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処

分を行うと、補助金交付要綱違反により補助金の交付決定の取消し・返還命令の対象とな

ります。 

 

 

Ⅴ 証拠書類詳細 

 

各補助対象経費の支出が適正に行われているかを確認するために、実績報告時に以下の（１）

～（５）の段階ごとの証拠書類を提出する必要があります。（２）～（５）の証拠書類について

は、日付が補助事業の実施期間である令和７年10月１日（水）から令和９年１月５日（火）まで

の日付になっていなければなりません。 

提出の際は全て写しを添付してください。証拠書類の原本は補助事業の完了の日の属する県

の会計年度の翌年度（令和９年度）から５年間（令和14年３月31日まで）は、補助事業以外の書

類と区分し、保管する必要があります。 

（１） 見積 

購入・発注をする物品やサービスなどの内容、費用を事前に確認した書類 

（例）見積書・料金表・価格や内容が掲載されている商品などのホームページやカタログ

等の写しなど 

＊見積書とは、物品やサービスなどの取引先を選ぶために必要となる書類です。 

※見積書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名（法人：法人名、 

個人：個人名（屋号）※個人名は必須）を宛名として徴取する必要があります。 

 

・１契約（発注）あたり100万円（税込）以下の発注にあたっては、１者からの見積書を

徴取してください。 

※見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類（ホームページや

カタログ等の写し）を提出してください。 

・１契約（発注）あたり100万円（税込）を超える発注にあたっては、同等品について２
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者以上の見積書を徴取し、より安価な発注先（委託先）を選んでください。ただし、発

注（委託）する事業内容の性質上、２者以上から見積書の徴取が困難な場合は、該当企

業等を契約の相手方とする理由書を提出してください。 

１契約（発注）あたりの金額（税込） 物品・サービス 

100万円以下 

１者の見積書が必要 
※見積書が徴取できない場合には、価格の

妥当性が判断できる書類 
（ホームページやカタログ等の写し） 

100万円超 

２者以上の見積書が必要 
※２者以上から見積書の徴取が困難な場合

は、該当企業等を契約の相手方とする理由

書 

 

（２） 発注・契約 

物品やサービスなどを発注・契約したことが確認できる書類 

（例）発注書・契約書・申込書・発注日が確認できる、注文した際のファクシミリ又は電

子メール、注文履歴のプリントアウト（インターネット取引の場合でも必要です）・

相手からの受注確認書など 

＊発注書とは、物品やサービスなどを購入する際の注文書類です。 

※発注書・契約書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名（法人：法人

名、個人：個人名（屋号）※個人名は必須）を依頼元として発注・契約する必要があり

ます。 

 

（３） 納品・完了・検収 

物品やサービスなどを受け取った、又は完了したことが確認できる書類 

（例）納品書・完了報告書など 

＊納品書とは、発注・契約内容と受け取った商品・サービスが一致しているか、ま

た納品された期日を確認するための書類です。 

※納品書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名（法人：法人名、個人：

個人名（屋号）※個人名は必須）を依頼元として徴取する必要があります。 

 

（４） 請求 

物品やサービスなどの代金を請求されたことが確認できる書類 

（例）請求書・請求日が確認できる、請求を受けた際のファクシミリ又は電子メール・請

求履歴のプリントアウト（インターネット取引の場合でも必要です。）等 

＊請求書とは、物品やサービスなどを納品した対価として取引先が代金を請求する

書類です。 

※請求書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名（法人：法人名、個人：

個人名（屋号）※個人名は必須）を依頼元として徴取する必要があります。 

 

（５） 支払 

物品やサービスなどの代金の支払確認が可能な資料 
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※補助事業者の支払が事業実施期間内でないと補助対象として認められません。 

（例えば、口座引落の場合、口座から引き落とされた日が、事業実施期間を超えている

支払いについては、全額補助対象となりませんので、注意してください。） 

※自社振出・他社振出にかかわらず、小切手、手形、電子記録債権、ファクタリングでの

支払いは認められません。また、補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないた

め、相殺（売掛金と買掛金の相殺等）による決済は認められません。 

※決済は法定通貨で行ってください。仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利

用等は認められません。 

※支払いは、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人：法人名、個人：

個人名（屋号）※個人名は必須）で行う必要があります。 

 

 

ア 銀行振込（原則） 

補助対象経費の支払方法は銀行振込が原則です。実績報告の際に、以下のいずれかの

証拠書類を提出しなければなりません。 

・銀行振込明細書[ご利用明細]（写し） 

・振込金受取書（写し） 

・通帳の該当ページ及び口座名義が確認できるページ（写し） 

・ネットバンキングの記録のプリントアウト等 

※振込みは、必ず申請書や交付決定通知書等に記載の補助事業者名（法人：法人名、個

人事業者：個人名）の口座で振込みをしてください。補助事業者が法人であるのに個

人口座や、他の法人名義の口座で振込みをしている場合などは、補助対象と認められ

ませんので注意してください。 

※ネットバンキングの場合は、「振込予定日」が記載された振込指示書ではなく、実際

の「振込日」が確認できる画面及び「口座名義」が確認できる画面のプリントアウト

等を添付してください。 

 

イ 現金払い（10万円（税抜）以下かつ１回払いのみ） 

・１取引 10万円（税抜）を超える支払は、現金払いは認められません。 

・現金払いが認められる支払（１回払いのみ）に限り、いわゆる電子マネー・バーコー

ド決済での支払 も可とします。（ただし、クーポン・ポイント等の利用は認められ

ません。） 

・現金払い（電子マネー・バーコード決済での支払を含む）の場合、実績報告の際に以

下の書類を提出しなければなりません。 

・レシート、領収書 

※「現金払い」での市販品の購入の場合には、見積書・発注書・納品書・請求書は不要

です。 

 

ウ クレジットカードによる支払（１回払いのみ） 

クレジットカードでの支払の場合、実績報告の際に、以下の①～③の証拠書類の写し
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を全て提出しなければなりません。なお、１回払いのみ認めます。 

 

①領収書（法人の場合は宛名が法人名のもの。クレジット払いであること、及び金額 

の内訳が明記されているもの。） 

※クレジット払いであることが明記されていない場合、クレジットカード利用時に 

発行される「お客様売上票（お買上票）のお客様控え」を添付してください。 

※金額の内訳が明記されていない場合、レシート等の内訳が分かるものを添付して 

ください。見積書及び納品で内訳が確認できればレシート等の添付は不要です。 

②カード会社発行の「カードご利用代金明細書」 

※インターネットによる明細を印刷したものでも構いません。 

※補助対象経費の金額と、利用額の合計金額が分かる箇所を提出してください。 

※他の書類と同様に、必ず実績報告提出期日までに提出しなければなりません。カ 

ード会社からの郵送が月末になる場合などは注意してください。 

③クレジットカード決済口座の通帳の該当部分及び口座名義が確認できる部分 

※口座からの引き落とし（支払日）が事業実施期間内に完了している必要がありま 

す。 

 

※カードでの支払は、必ず申請書や交付決定通知書等に記載の補助事業者名（法人： 

法人名、個人事業者：個人名）のカードで決済してください。補助事業者が法人で 

あるのに個人口座のカードや、他の法人口座のカードで決済している場合などは、 

補助対象と認められませんので注意してください。 

※「市販品の購入」の場合には、見積書・発注書・納品書・請求書は不要です。ただ 

し、１契約（発注）あたり100万円（税込）を超える物品又はサービスの発注にあた

っては、同等品について２者以上の見積書を徴取し、いずれも添付してください。 

 

 （６） その他 

その他の支出内容が分かる資料 

（例）チラシ等の成果物、補助事業を実施したことが確認できる資料、提供を受けたサー

ビスの内容が確認できる報告書等 

   なお、機器・備品類や設置工事等を伴う場合は、支出内容が分かる写真を提出して

ください。 
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◆インターネット取引（ＥＣサイト等のネット通販サイトなど）の証拠書類 

インターネット取引の場合は、以下の証拠書類の提出が必要です。 

①注文完了画面又はメールのプリントアウト 

②納品書 

商品に同封されているものや、インターネット取引サイトの注文履歴画面等からプ

リントアウトしたもの 

※納品書が提出できない場合は、インターネット取引サイトの発送完了画面又はメ

ール（お届け先住所により補助事業者の住所が確認できる画面）及び配送伝票の

写し 

③支払の証拠書類 

（５）のア、イ、ウで提出が必要とされている書類 

※クレジットカードで支払の場合は、インターネット取引の注文完了画面等でクレ

ジットカード決済であることが分かる画面のプリントアウトも提出してください。 

④（６）で提出が必要とされている書類 
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（様式１） ※受付番号は事務局が記入します

　香川県知事　殿
令和8年 月 日

〒

申請者 住　所

氏 名

次のとおり補助金の交付を申請します。

円 円

個人事業者 ①農業

法人事業者 ②畜産業

任意組織 ③水産業

〒××× - ××××

（添付書類）

  【共通】

　【種別毎】

①農　業　・事業計画書（別紙１－①農業）　　・地域計画のうち目標地図に位置づけられた者に関する確認書

②畜産業　・事業計画書（別紙１－②畜産業）　・畜産経営に関する確認表

Ｅ-Ｍａｉｌ ……＠zz.zz

代表者の職 代表取締役
担当者氏名 ○○○○フリガナ

XXX-XXXX

高松市○○町□□ー△△

香川○○株式会社

代表取締役　讃岐　●●
法人にあっては、

その名称及び代表

者の職・氏名

受付番号

③水産業　・事業計画書（別紙１－③水産業）　・漁業協同組合等の場合は業務報告書

交付申請額
下記①農　業の場合　上限：2,000万円・下限：300万円
下記②畜産業の場合　上限：  750万円・下限：150万円
下記③水産業の場合　上限：2,000万円・下限：300万円

20,000,000

申請者の概要

香川○○株式カブシキガイシャ

事業者名 香川○○株式会社

・個人事業者の場合は直近の確定申告書（確定申告の義務がない、その他相当の事由により提出できない
場合は直近の住民税の申告書類の控え、創業後最初の確定申告を済ませていない場合は開業届の写し）
※上記②畜産業に申請される方で、令和７年度に配合飼料価格安定制度に加入している場合、添付不要。

・誓約書（別紙２）　・チェックリスト　・見積書等　・補助事業の内容を補足する書類

・法人の場合は現在事項証明書若しくは履歴事項全部証明書の原本又は根拠法令に基づき公益法人等の設
立について公的機関に認可等されていることが分かる書類等の写し、貸借対照表及び損益計算書（直近１
期分）の写し
※上記②畜産業に申請される方で、令和７年度に配合飼料価格安定制度に加入している場合、添付不要。

サヌキ　●●
代表者氏名 讃岐　●●

・任意組織の場合は、定款または規約、総会資料、収支内容を記載した書類

香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金交付申請書

電話番号
（日中連絡が取れる）

住　所
法人にあっては、本社・

主たる事務所の所在地 高松市○○町□□ー△△

フリガナ

補助対象経費合計額

27,000,000

XXX-XXX-XXXX ＦＡＸ番号 XXX-XXX-XXXX

補助事業の
事業主体と事業種別
(それぞれ該当するも
のいずれか１つに☑
を入れてください。)

事業主体 事業種別

記載例（様式１） Ⅵ 申請書等の様式の記載例 

 

個人事業者の場合 

「住所」には「住民票上の住所」を 

「氏名」には屋号がある場合は屋号と氏名を、 

ない場合は氏名を記載してください。 
押印は 

不要です。 

別紙１の「３（農業）・４（畜産業・水産

業） 補助対象経費」の「補助対象経費合

計額」及び「交付申請額」に合わせた額を

記載してください。 

個人事業者で屋

号がある場合は

屋号を記載して

ください。 
個人事業者は氏名のみ

記載してください。 

（職名は不要です。） 
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



 

（別紙１）①農業

A又はBのいずれかを選択

A 申請時に着手済みの事業

B 交付決定後に着手する事業

１　農業経営の概要
１）　沿革及び農業経営の状況

２）　経営上の課題

３）　課題解決の方法と本事業の関連性

４）　課題解決方法の新規性、独創性などの特徴

有（次の欄に具体的に記載） 無

５）　導入機械・施設の費用対効果

※事務局記入欄

申請者名
(法人名、
代表者名)

香川〇〇株式会社
代表取締役　讃岐　●●

事業計画書

記入例）当社は、平成25年に代表の讃岐●●が就農し、令和５年に法人化した。●●市で米10ha、小麦
8ha、ブロッコリー2haを栽培しており、認定農業者として認定されている。また、近隣の高齢農業者等から
米の収穫に関する作業を5ha受託しており、地域農業の・・・・・。

記入例)近隣の農地を借り受け、経営面積を増やしているが、現状の機械装備や労働力では作業が間に
合わず、・・・・・が課題となっており、これ以上の規模拡大が難しい。また、肥料代等原材料価格が高騰し
ている中で、・・・・・となるなど、利益率が低下傾向である。・・・・・

記入例)課題を解決するために、まず、現状の35PSのトラクターに加え、50PSのトラクターを購入し、作業
の効率化を図る。また、農薬散布用のドローンを導入し、防除作業の効率化を図るとともに、近隣の農地
における防除作業の受託も行い、売上の増加を図る。・・・・・
　また、近年の原材料価格の高騰を受けて、天候に左右されにくく、安定した収量・売上が期待できるア
スパラガスの施設栽培に新たに取組むために、0.1haのハウスを導入する。・・・・・

記入例)トラクター導入することで、使用する米、小麦、ブロッコリーの面積を〇ha増加させることができ、
売上では〇万円の増加を見込んでいる。面積拡大に伴う原材料費の増加やトラクターの減価償却費を差
し引いても、〇万円所得が増加すると考える。
防除用ドローンについては、・・・・・
アスパラガスハウスについては、・・・・・

記入例)・・・・・は、近隣の農業者でも導入事例が少なく、新規性があると考える。また、・・・・・の導入によ
り、・・・・・に新たに取組み、・・・・・の改善を図る。

受付番号

農業経営の特徴や強みなども記載してください。

経営上の課題について具体的に記載してください。

経営上の課題と対応するように、導入する機械それぞれについて解決方法を記

載してください。特に、補助対象経費に記載するすべての機械・施設等必要なも

のであり、事業目的に合致することが書面上でわかるように記入してください。

新規性や独創性について、具体的に記載してください。

経営面積や粗収益に記載の数字を用いるなど、数字を

用いて記載してください。
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 

 

 

 

 

 

 

 

６）　地域社会への貢献

有（次の欄に具体的に記載） 無

７）　積極的な営農展開

① 新たな品目の導入
有（次の欄に具体的に記載） 無

② 新たな栽培技術の取組み
有（次の欄に具体的に記載） 無

③ 農作業受託の拡大
有（次の欄に具体的に記載） 無

④ スマート農業機械の導入
有（次の欄に具体的に記載） 無

⑤ 環境にやさしい農業への取組み
有（次の欄に具体的に記載） 無

⑥ ６次産業化の取組み
有（次の欄に具体的に記載） 無

⑦ 輸出の取組み
有（次の欄に具体的に記載） 無

記入例）令和９年からアスパラガス栽培0.1haに取り組む。・・・・・

記入例）防除作業においては、ドローンによる農薬散布に取り組む。・・・・・

記入例）新たに近隣の農業者から防除・収穫の受託作業を請け負い、令和〇年度には15haに拡大予定
である。・・・・・

記入例）スマート農業機械として、防除用ドローンを導入し、・・・・・を図る。

記入例）・・・・・に取り組んでおり、令和〇年には、県のみどり認定を受けている。

記入例）収穫した米の一部は、・・・・・への加工を行い、・・・・・として商品化している。

記入例）〇〇会社を通じて、●●へ輸出している。

規模拡大を図るにあたり、近隣の遊休地となっている農地の借り受け、・・・・・。
また、農業施設(ため池、水路、農道、畦畔等)の維持管理活動には・・・・・。

地域社会への貢献について、具体的に記載してください。

本事業での取組みをきっかけに、ご自身の経営で新たに導入する

品目や品種について記載してください。

本事業での取組みをきっかけに、ご自身の経営で新たに導入する

栽培技術について記載してください。

本事業での取組みをきっかけに農作業受託面積を拡大する場合に

記載してください。

この事業でスマート農業機械を導入する場合に記載してください。

現状取り組んでいる又はこれから取り組む場合に記載してください。

現状取り組んでいる又はこれから取り組む場合に記載してください。

現状取り組んでいる又はこれから取り組む場合に記載してください。
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 

 



 





 

２　申請者の状況
１）　認定等の状況

－

－

－

２）作付・受託面積（本事業の受益作物）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

※本事業で導入する機械・施設等に関係する作物について記載してください。欄が不足する場合は、
別葉に記載して添付してください。

※受託面積は、農地面積の合計としてください（同一農地で複数回の作業を実施しても、当該農地の 
実面積の合計面積を記入してください。）

※面積は小数点以下第一位（10アール単位）まで記入（小数点以下第二位を四捨五入）してください。
３）粗収益（本事業の受益作物）

※本事業で導入する機械・施設等に関係する作物について記載してください。欄が不足する場合は、
別葉に記載して添付してください。

ブロッコリー

さぬきの夢2009

小麦

おいでまい

米

歳

歳
任意組織（集落営農組織等）

米

作物名

合計

米

作業受託防除作業・収穫

さぬきのめざめ

アスパラガス

サマードーム、おはよう

合計

作業受託防除作業・収穫

アスパラガス

ブロッコリー

小麦

歳

認定等区分

申請者の年齢
【R8.4.1時点】

(法人、組織の場合は、
代表者の年齢)

チェック欄

認定証（写)添付

該当なし
歳

【個人】
申請者が

個人経営体
の場合

認定農業者・認定新規就農者
歳

認定農業人材

認定農業者・認定新規就農者

法人

45
歳

【法人等】
申請者が
法人又は
任意組織
の場合

16,850
千円 千円 千円 千円 千円 千円

29,631 30,250 38,600 41,100 47,100

2,750
千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,250 1,250 4,000 4,000 4,000

4,000
千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,500 4,000 4,000

0
千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,402 10,500 10,500 10,500 10,500

3,600
千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,427 5,500 7,000 7,000 9,100

6,500
千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,552 13,000 15,600 15,600 19,500

増加額
実績 実績見込み(A) 計画 計画 計画(B) (B)-(A)

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

20.0
ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

25.0 25.0 34.1 34.1 45.1

10.0
ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

5.0 5.0 10.0 10.0 15.0

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

0.0
ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

5.0
ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

8.0 8.0 10.0 10.0 13.0

5.0
ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

10.0 10.0 12.0 12.0 15.0

拡大面積
作型又は品種名 実績 実績見込み(A) 計画 計画 計画(B) (B)-(A)

みどり認定

作物名 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

共通項目
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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３　補助対象経費
１）補助対象経費

２）施工場所又は保管場所 町 番地

チェック欄

支払済
見積書
等添付

請求書
添付

見積書
等番号

事業の内容 構造・規格・能力 事業量
単　価

（税抜き）
金　額

（税抜き）

9,000,000
円

No.２ ドローン 積載量8L(液剤) 1式 3,000,000
円

3,000,000
円

No.１ トラクター 50PS 1式 9,000,000
円

15,000,000
円

No.４
円 円

No.３ アスパラハウス 10a 1式 15,000,000
円

円
No.５

円

円

円円
No.６

No.８
円 円

No.７
円

円

No.10
円 円

No.９
円

円

交付申請額　 　　　（B） 20,000,000

(
（Ｂ）=（A）×3/4、ただし1,000円未満切り捨て

かつ300万円以上2,000万円以内
)

高松 市 ●● ●●

※各経費の内訳が分かるものを次のとおり添付するとともに、上欄の「見積書等番号」に対応する数字を、添付する見積書等全ての右
肩に記載し、順番に並べて提出してください。
【申請時点で支払が未了の経費】
・見積書の写し（見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類（ホームページやカタログ等の写し））
【申請時点で既に支払が完了している経費】
・①見積書の写し
　②領収書の写し
※１件あたり100万円（税込）を超える物品又はサービスの発注にあたっては、同等品について２者以上の見積書を徴取し、いずれも添
付してください。
※「金額」欄には、申請時点で支払が未了の経費は見積書等の金額を、申請時点で支払が完了している経費は領収書の金額を記載して
ください。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象外のため、税抜きの金額を記載してください。（税込価格しか分からない場合は
公募要領の計算方法を参照してください。）
※右端の３つのチェック欄には、必要な見積書等を添付したことを確認の上、該当する欄にそれぞれ☑を入れてください。
※補助対象経費合計額は、400万円（税抜）以上である必要があります。
※交付申請額は、補助対象経費合計額の４分の３以内とし、1,000円未満は切り捨ててください。
※補助対象経費合計額と交付申請額は（様式1）に記載する数字と一致させてください。

円

の自宅倉庫

補助対象経費合計額（A） 27,000,000

・課題解決の方法と本事業の関連性の記載に基づき、本補助事業の遂行に必要なものであるこ

とが書面上で分かる経費であることが必要です。

・見積書等の写しは当欄見積書等番号ごとに1枚ずつ添付し、該当機械等に赤線を引くなどして

内容が分かるようにしてください。

・見積書等の写しは、機械等ごとの内訳がすべて記載されたものを添付してください。

(見積書等のみでは内訳が不明な場合は、内訳が分かるものを別途添付してください。

・見積書等の内容が分かるカタログ等の写しを添付してください。

・補助対象経費の考え方・例などを公募要領(P6～P10、P22)で確認の上、金額の欄に税抜きで

記載してください。

・審査は書面でのみ行いますので、見積書等の補助事業遂行上の必要性等を課題解決の方法と

本事業の関連性欄に記載するとともに、品目だけでは補助対象経費としての該当性等が不明瞭

な場合は、必要に応じて内容が分かるような補足説明を「事業の内容」欄に付記してください。
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３）スケジュール

（１）申請時に着手済みの事業の場合

①契約又は発注日 令和 年 月 日 （令和７年10月1日以降）

②-１請負工事の場合の

着工日 令和 年 月 日

竣工日 令和 年 月 日

②-2機械器具購入の場合の納品日 令和 年 月 日

③支払完了日 令和 年 月 日

（２）交付決定後に着手する事業の場合

①契約又は発注予定日 令和 年 月 日

②－1請負工事の場合の 令和 年 月 日

着工予定日 令和 年 月 日

竣工予定日 令和 年 月 日 （令和９年１月５日以前）

②－2機械器具購入の場合の納品予定日 令和 年 月 日 （令和９年１月５日以前）

③支払完了予定日 令和 年 月 日 （令和９年１月５日以前）

４　経費負担

５　添付資料

　　 ・地域計画のうち目標地図に位置付けられた者に関する確認書

円 円 円

補助対象経費
左の負担区分

県補助金 融資 自己資金

円
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（別添）　　２の２）で記入欄が不足した場合に使用してください。

２）作付・受託面積（本事業の受益作物）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

※本事業で導入する機械・施設等に関係する作物について記載してください。
※受託面積は、農地面積の合計としてください（同一農地で複数回の作業を実施しても、当該農地の

実面積の合計面積を記入してください。）
※面積は、小数点以下第一位（10アール単位）まで記入（小数点以下第二位を四捨五入）してください。

合計
ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ ｈａ

作物名 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 拡大面積
作型又は品種名 実績 実績見込み(A) 計画 計画 計画(B) (B)-(A)
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（別添）　　２の３）で記入欄が不足した場合に使用してください。

３）粗収益（本事業の受益作物）

合計
千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

作物名
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 増加額

実績 実績見込み(A) 計画 計画 計画(B) (B)-(A)
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地域計画のうち目標地図に位置付けられた者に関する確認書 
 

年  月  日 

 

○○市町長 殿 

 

申請者（住所） 

（氏名） 

 

 

 私が、○○地区の農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第１項に規定する地

域計画のうち同条第３項の地図に位置付けられているまたは位置づけられることが確実と見込ま

れることを確認願います。 

 なお、地域計画の案の公告の際に、氏名および現在耕作している農地等が掲載されることに同

意します。また、位置付けに際し、検討会や地域の協議の場での意見等の結果、位置付けがなさ

れない場合も異議は申し立てません。  

 

 

     年  月  日 

 

 上記申請者が、当市町が策定する地域計画のうち目標地図に位置付けられているまたは位置付

けられることが確実と見込まれることを確認しました。 

 

 

市町名 

 役職名 

 氏 名              ○印 

※「地域計画」の策定に関与しているしかるべき者 

 （役職等の指定はなし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１）①農業_添付資料 

申請年月日、市町長名、申請者の住所、氏名を

記載し、市町の所管課に持参して確認をもらっ

てください。 

この部分は市町が記載する箇所ですので、申請

者の方で記載は不要です。 
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事業計画書 
１ 社会情勢の変化による経営面等への影響 

 

※売上高について、令和７年７月～１２月と、令和６年７月～１２月の状況を記載して 

ください。（創業後間もないなど、比較できない場合は記載不要です。） 

                                 （単位：千円） 

 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

Ｒ７年(ア) 3,000 2,500 3,000 3,000 3,500 2,000 

Ｒ６年(イ) 3,500 3,000 3,000 2,500 3,500 3,000 

前年比 
（(ア)÷(イ)×100） 

85.7% 83.3% 100% 120% 100% 66.7% 

 
 
※ 会社の沿革やこれまでの既存事業の内容について、具体的に記載してください。 

 
 
 

申請者名 株式会社〇〇畜産 

（※）物価高騰等、社会情勢の変化による経営面等への影響について記載してください。  

 

当社は繁殖経営（繁殖雌牛から生まれた子牛を販売）をしている。これまで、県

内外の優秀な繁殖雌牛の導入や受精卵移植の活用など、価値の高い優良子牛の生産

に注力してきた。 

しかしながら、物価高騰や円安等が続き、家畜の飼料代が数年前と比べて 2倍以

上と高騰が続いている。また、近年の気候変動の影響で猛暑日が続き、電気代や燃

料費の価格高騰もあって、牛舎等の環境管理のための経費が上がっている状況であ

り、厳しい経営環境に直面している。 
 

  

当社は父親が繁殖経営を開始し、規模拡大を図ってきたが、平成〇〇年、父親が

高齢となったため、就農を決意した。 

平成〇〇年、今後の経営を考え、法人化。 

平成〇〇年、家畜人工授精師免許、平成〇〇年、家畜受精卵移植師免許をそれぞ

れ取得し、当社内の繁殖業務に活用している。 

また、県内外の優秀な繁殖雌牛の導入や受精卵移植の活用などを積極的に行い当

社内の繁殖基盤の強化に努めている。 
 

（別紙１）②畜産業 

※事務局記入欄 

受付番号 
記載例（別紙 1） 

特徴や強みなども記載してください。 

物価高騰等、社会情勢の変化に伴う影響について、売上や

客数への影響、事業形態や戦略等の変化など具体的に記

載してください。 
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２ 補助事業 
 （※）１で記載した影響を乗り越えるためにどのような取組みを行うのかについて記載してください。 

 

目 的 

 

生産性の向上（下記いずれかに✓） 

 

うち  ✓ コスト削減 

□ 再生可能エネルギーの導入 
    

固定費の削減を 

要件とします。 

 

導 入 設 備 

（※）主たる導入設備を１つを選択してください。 

 

□ 再生可能エネルギー設備機器 

 

 

 

✓ 暑熱対策に必要な水源確保のための設備等 

 

導 入 設 備 名 井戸 

 

事業実施 

スケジュール 
令和８年 ３月２５日 ～ 令和８年 ８月３１日 

 

 

 
令和７年 10 月１日～令和８年９月 30 日の期間中である必要があります。 

事業開始日：事業の着手（発注・契約）日 

事業完了日：物品の納品や工事の完了等事業の取組み及び補助対象経費に関する支払全ての完了日 
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事業の内容 
(新たな取組み) 

（※）１で記載した影響を乗り越えるために、今回の補助金でどのような取組みを行うのか 

について、できるだけ具体的に記載してください。 

 

 

夏場は暑熱のストレスによって、エサの摂取量の低下、繁殖牛の低

下等様々な影響が出る。その対策として、十分な飲水の確保、牛への

水かけ、牛舎内の換気等行うことが必要。 

当社もこれまでシャワーや大型換気扇の設置等対策を行ってきた

が、近年の気候変動による気温の上昇により経費が高騰し、経営を圧

迫している。 

そこで井戸を設置し、その水を活用することで、水道代を削減し負

担軽減とする。また、年間を通じて水量が一定に保たれる井戸水の利

点により、災害時や渇水期でも、家畜への安定した給水が可能とな

る。※（注） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（注） 

記載例は抽象的な内容としていますが、各事業者の状況に応じて、写真やイメージ図、グ

ラフ等を用いて、具体的に、分かりやすく記載してください。 
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３ 事業計画の強み・長所 

固定費 

削減効果 

＜固定費の削減効果＞※固定費：売上の増減に関係なく必要となる光熱水費等の経費 

・概要 

※(注) 

井戸水の利用により、水道料金の削減が見込める。 

 

・固定費の削減率    〇〇％ 

・具体的な積算根拠等   

    

水道代（月額）：〇〇円 

うち〇〇％を地下水にすることで、〇〇円（月額）を削減 

※（注） 

持 続 性 

 

井戸水は年間を通じて水量が一定に保たれるため、安定して水道料金の

削減が見込める。 

※（注） 

有 効 性 

 

井戸水は利用時にかかる電気代等を除けば他に費用はかからないた

め、水道料金の削減が見込める。 

※（注） 

波 及 性 

 

井戸水を利用することで、その負担軽減効果を見せることができる。 

 

その他特筆

すべき事項 

（※）該当があれば記載 

 

※審査の際に重要な資料となりますので、積極的かつ分かりやすい記載を心掛けてください。 

※審査は書面のみで行います。 

 

 

 

 

 

※(注) 

・固定費削減効果、持続性、有効性、波及性、その他特筆すべき事項の記載例は抽象的な内容とし

ていますが、各事業者の状況に応じて、具体的に、分かりやすく記載してください。 

※審査の際に重要な資料となりますので、積極的かつ分かりやすい記載を心掛けてください。 

※審査は書面のみで行います（提出書類に記載のあった内容で審査を行います）ので、事業の 

内容と事業計画の強み・長所をできるだけ具体的かつ詳細に記載してください。 
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※参考

項 目 具体的着眼点 

固定費削減効果 ・導入（更新）する設備投資により、固定費削減効果が期待できるか 

持 続 性 ・補助事業期間終了後も効果の継続が期待できるか 

有 効 性 
・計画は、費用対効果の観点からも具体的な成果の発現が期待できるものに 

なっているか 

波 及 性 ・他の事業者や地域へ取組みが拡がることが期待できるか 
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４ 補助対象経費 

見積書

等番号 補助対象経費分類 経費の内容 金額（税抜） 
チェック欄 

支払済 見積書 

等添付 
領収書 

添付 

No.１ 井戸設置 井戸の掘削 5,000,000 円 ☐ ☑ ☐ 

No.２ 井戸設置 配水管の設置 1,000,000 円 ☐ ☑ ☐ 

No.３   円 ☐ ☐ ☐ 

No.４   円 ☐ ☐ ☐ 

No.５   円 ☐ ☐ ☐ 

No.６   円 ☐ ☐ ☐ 

No.７   円 ☐ ☐ ☐ 

No.８   円 ☐ ☐ ☐ 

No.９   円 ☐ ☐ ☐ 

No.10   円 ☐ ☐ ☐ 

No.11   円 ☐ ☐ ☐ 

No.12   円 ☐ ☐ ☐ 

No.13   円 ☐ ☐ ☐ 

No.14   円 ☐ ☐ ☐ 

No.15   円 ☐ ☐ ☐ 

No.16   円 ☐ ☐ ☐ 

No.17   円 ☐ ☐ ☐ 

No.18   円 ☐ ☐ ☐ 

No.19   円 ☐ ☐ ☐ 

No.20   円 ☐ ☐ ☐ 

補助対象経費合計額 6,000,000 円  

交付申請額（上限：750万円） 4,500,000 円  

 

※各経費の内訳が分かるものを次のとおり添付するとともに、上欄の「見積書等番号」に対応する数字を、添付

する見積書等全ての右肩に記載し、順番に並べて提出してください。 

【申請時点で支払が未了の経費】 

・見積書の写し（見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類（ホームページやカタログ等

の写し）） 

【申請時点で既に支払が完了している経費】 

・①見積書の写し（見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類（ホームページやカタログ

等の写し））及び②領収書の写し 

 

※１件あたり 100 万円（税込）を超える物品又はサービスの発注にあたっては、同等品について２者以上の見積

書を徴取し、いずれも添付してください。 

※補助対象経費分類は、公募要領を参考に記載してください。 

※「金額」欄には、申請時点で支払が未了の経費は見積書等の金額を、申請時点で支払が完了している経費は領

収書の金額を記載してください。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象外のため、税抜きの金額を記載し

てください。（税込価格しか分からない場合は公募要領の計算方法を参照してください。） 

※右端の３つのチェック欄には、必要な見積書等を添付したことを確認の上、該当する欄にそれぞれ☑を入れて

ください。 

※補助対象経費合計額は、200 万円（税抜）以上である必要があります。 

※交付申請額は、補助対象経費合計額の４分の３以内とし、1,000 円未満は切り捨ててください。 

※補助対象経費合計額と交付申請額は（様式 1）に記載する数字と一致させてください。 

「２ 補助事業」の「事業の内容（新たな取組み）」欄の記載に

基づき、本補助事業の遂行に必要なものであることが書面上で

分かる経費であることが必要です。 

交付申請額は補助対象経費合計額の合計金額に補助率を乗じて得た額の 1,000 円未満を切り捨てた金額（補助限

度額を上回る場合は補助限度額）としてください。 

 

○同一の見積書等に記載の内容であっても、「補助対象経費分類」が異なる場合は行を分けて記入するととも

に、見積書等の写しは当欄「見積書等番号」ごとに１枚ずつ添付し、該当品目に赤線を引くなどして内容が

分かるようにしてください。 

…見積書等の写しについては、品目ごとの内訳がすべて記載されたものを添付してください。 

 （見積書等のみでは内訳品目が不明な場合は、内訳が分かるものを別途添付してください。） 

○補助対象経費の考え方・例などを公募要領（Ｐ６～７、Ｐ11、P22～P24 ）で確認の上、「金額」欄には補助

対象経費の金額（税抜）を記載してください。 

…審査は書面でのみ行いますので、各経費の補助事業遂行上の必要性等を「２ 補助事業」の「事業の内容(新

たな取組み)」欄に記載するとともに、品目だけでは補助対象経費としての該当性等が不明瞭な場合は、必要

に応じて内容が分かるような補足説明を「経費の内容」欄に付記してください。 

補助対象経費合計額は、200万円（税抜）以上である必

要があります。 
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５  具体的な取組内容  

○今回実施する具体的な取組内容  

【同業他社との比較・優位性、売上見込みなど】 

（※）機械設備、システム等を導入・更新する場合は、概要・特徴なども具体的に記載してください。 

  

 

今回導入する井戸は利用時にかかる電気代等を除けば他に費用はかからない

ため、水道料金の削減が見込める。そのため、暑熱対策を積極的に行うことが

でき、暑熱のストレスによって引き起こされる、エサの摂取量の低下、繁殖牛

の低下等様々な影響を軽減することで、繁殖牛及び子牛の損耗を防止し、売り

上げ増加が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助事業の効果】 

（※）取組みを通じて、どのような効果（売上増または固定費の削減）につながるのか、具体的に記載し

てください。 

 

今回の補助事業により井戸を設置することで、水道代を削減し畜産経営の負

担を軽減できると考える。 

また、年間を通じて水量が一定に保たれる井戸水の利点により、災害時や渇

水期でも、家畜への安定した給水が可能となる。 

さらに、暑熱対策を積極的に行うことができるため、暑熱のストレスによる

様々な影響を軽減することで、繁殖牛及び子牛の損耗を防止し、年間〇〇の売

り上げ増加が見込まれる。※（注） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（注） 

記載例は抽象的な内容としていますが、各事業者の状況に応じて、写真やイメージ図、グ

ラフ等を用いて、具体的に、分かりやすく記載してください。（資料別添付も可） 



47 

 

具体的な取組内容を補足する書類について 

【機械設備、システムの導入・更新】 

・必要に応じて、構造や技術・メカニズム等の技術説明書、設計図、特許資料、写真、試験データ

などを添付してください。 

 

６ 予想売上推移                          （単位：千円） 

 

 

 

  

 
R   年  月期 

（直近の決算） 

R   年  月期 

（1 年目） 

R   年  月期 

（2 年目） 

R   年  月期 

（3 年目） 

売上高 30,000 31,000 32,000 33,000 

前期比（％）  103.3% 103,2% 103.1% 

売上原価 26,000 26,500 27,000 27,500 

販売管理費 1,000 1,300 1,300 1,400 

営業利益 

（所得金額） 
3,000 3,300 3,700 4,100 

前期比（％）  110% 112.1% 111.1% 

上記の【補助事業の効果】を踏まえ、今後の予想を記載してください。 
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畜産経営に関する確認表 

 

※令和７年 10 月１日時点において配合飼料価格安定制度に加入している場合は、加入時に畜産経営
者であることが確認されていることから、（１）～（５）の提出は不要です。 

                                    チェック欄 

令和７年度配合飼料価格安定制度加入状況 

加入 

非加入 

令和７年度配合飼料価格安定制度に非加入の方が申請する場合は、申請
者が家畜の飼養を業として行っている畜産経営者であることを確認するた
めの、次に掲げる書類のうち、いずれかの書類 

(１)申請者が法人の場合 

  法人税法（昭和 40年法律第 34号）の規定に基づき提出した前事業年度等
の法人税確定申告書のうち次に掲げる全ての書類 

① 法人税確定申告書別表一（控え）の写し 

② 法人事業概況説明書（控え）の写し 

(２)申請者が個人事業主の場合 

所得税法（昭和 40年法律第 33号）の規定に基づき提出した令和５年分等
の所得税確定申告書のうち次に掲げる書類 

① 所得税確定申告書第一表（控え）の写し 

② 青色申告書である確定申告書を提出した場合は、①及び所得税青色申
告決算書（控え）の写し 

③ 白色申告書である確定申告書を提出した場合は、①及び収支内訳書（控
え）の写し 

(３)確定申告の義務がない場合又はその他相当の事由により提出できない場
合 

直近（令和７年度分）の住民税の申告書類の写し 

(４)創業後最初の決算期を迎えていない場合 

税務署受付印のある開業届の写し 

(５)その他の場合 

畜産物の販売が証明できる書類（売買証明書、販売伝票等）の写し 

有 

 

 

 

 

記載例 

令和７年度配合飼料価格安定制度に 加入 している場合は、「加入」にチェックをしてくだ

さい 

令和７年度配合飼料価格安定制度に 非加入 の場合は、「非加入」にチェック

をしてください。また、下記の書類が必要になります。 

 ①申請者が 法人 の場合・・・・・・・（１）、（３）～（５）いずれかの書類 

 

令和７年度配合飼料価格安定制度に 非加入 の場合は、「非加入」にチェッ

クをしてください。また、下記の書類が必要になります。 

 ②申請者が 個人事業者 の場合・・・・（２）～（５）いずれかの書類 

有 
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事業計画書 
 
１ 経営の状況 
１）沿革及び既存事業の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２）物価高騰による経営等への影響 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 事業の内容 
１）目的 
 
 
 
 
 
 

 
２）事業概要 
※実施する事業の全体像や内容、導入する機器について、分かりやすく記載してください。 

 
 
 
 
 
 
 

 
３）取組の特徴 
上記事業概要の中で、特に本事業のアピールポイントとなる特徴について、該当する項目ごとに記載して
ください。 

①業態転換 
 
 
 
 
 

申請者名 〇〇水産有限会社 

（別紙１）③水産業 

※事務局記入欄 

受付番号 

物価高騰、海洋環境の変化等に伴う影響について、水揚げ量・販売価格・

取引先の動向、養殖や漁業生産体制の見直し、販路拡大の取り組みな

ど、経営への具体的な影響を記載してください。 

各事業者の状況に応じて、具体的に、分かりやすく記載してください。 

特徴や強みなども記載してください。 

事業によって、どのような課題を解決し、何を実現したいのかを具体的

に記載してください。 

※機器や設備の名称、機能・規模、配置場所などの具体的な情報も記載してください。 

※総トン数５トン未満の漁船用のエンジンについては、被代替機器と導入機器の「メーカ

ー名」と「型式」、同出力以下のエンジンに換装する場合は、被代替機器の管理銘板に記

載されている機関番号と銘板番号を必ず記載してください。 

※各事業者の状況に応じて、写真やイメージ図、グラフ等を用いて、具体的に、分かりや 

すく記載してください。（資料の別添付も可） 

 

カキ養殖において垂下式方式からバスケット方式へ転換する場合や、漁船漁業

からワカメ養殖など他の養殖業へ転換する場合など、具体的な業態転換の内容

を記載してください。 

 

４補助対象経費に記載する全ての経費が必要であり、事業目的に合致することが書面上で分かるよ

うに記載してください。 

※補助事業遂行上の必要性が書面で確認できない経費は、補助対象経費として認められません。 
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②スマート化 
 
 
 
 
 

 
③環境負荷低減 
 
 
 
 
 

 
④その他の取組 
※補助事業以外の取組（漁業地域での地域貢献活動、教育・人材育成、漁協内での活動等）についても、あれば 

記載してください。 

 

 

 
 

 
４）補助事業の効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※審査の際に重要な資料となりますので、積極的かつ分かりやすい記載を心掛けてください。 
※審査は書面のみで行います。 
※（以下の観点について記載してください） 
・持続性（補助事業終了後も効果が続くか） 
・有効性（費用対効果、生産性の向上など具体的成果が期待できるか） 
・波及性（他事業者や地域への展開可能性） 

 
５）事業実施期間 
  
 令和８年３月 25日  ～  令和８年８月 31日 
 
※対象期間は令和７年 10月１日から令和９年１月５日まで 
 
 
 

ICT や IoTを活用した環境データの自動収集や遠隔監視、作業の自動化な

ど、スマート化につながる取組内容を具体的に記載してください。 

環境負荷の少ない資材の導入や、燃費性能の高いエンジンへの更新による省エネ化など、

事業を通じて環境負荷を軽減するための具体的な内容を記載してください。 

地域の海岸清掃活動、地元小学校等を対象とした水産教室の実施、若手漁業者の研修指

導、魚食普及活動など。 

漁業共済制度や漁業経営セーフティネット構築事業への加入状況についても該当があれ

ば記載して下さい。 

期待される効果や成果について、具体的に記載し、可能な限り数値目標も示してくださ

い。 

例：作業の効率化、生産性の向上、コスト削減、品質向上、長期的な持続効果、拡張性・波

及性など。 

事業開始日：事業の着手（発注・契約）日 

事業完了日：物品の納品や工事の完了等事業の取組み及び補助対象経費に関する支払全ての完了日 

必要事項が様式の各欄内に記載しきれない場合は、様式の各欄を

適宜拡大して記載するか、又は当該欄内に「その他詳細は別添１の

とおり」等と記載の上、任意の A４用紙（右肩に「別添１」等と明記）

に必要事項を記入して添付してください。 
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３ 全体の収支計画                           
（単位：千円） 

 

参考 

営業利益、人件費については以下を参考としてください。また、給与支給総額は、以下の経費を含ん

だものとします。 
 

 営業利益、人件費 
給与支給総額 

営業利益（所得金額） 人件費 

法人 
◆売上高－（売上原価＋販売

費及び一般管理費） 

企業等が従業員及び役員に対する

負担であり、給料、賃金、賞与及び

役員報酬等に加え、福利厚生費や

法定福利費、退職金を含む。 

◆以下の項目すべてを含んだ総額 

・売上原価に含まれる労務費（福利

厚生費、退職金等を含んだもの。） 

・一般管理費に含まれる役員給与、

従業員給与、賞与及び賞与引当

金繰入れ、福利厚生費、退職金及

び退職給与引当金繰入れ 

・派遣労働者、短時間労働者の給

与を外注費で処理した場合のその

費用（ただし、これらの算出ができ

ない場合は、平均給与に従業員数

を掛けることによって算定） 

給与支給総額とは、従業員及び 

役員に支払った給与等であり、 

給料、賃金、賞与及び役員報酬 

等は含み、福利厚生費や法定福 

利費、退職金は除く。 

◆含まれる経費 

・従業員や役員に支払う給料、賃 

金、賞与 

・各種手当（残業手当、休日出 

勤手当、職務手当、地域手当、
家族（扶養）手当、住宅手当等
の給与所得とされるもの） 

◆含まれない経費 

・退職手当などの給与所得とされ 

ないもの 

・福利厚生費 

個人事業主 

（青色）※1 

◆差引金額㉝＋利子割引料

㉒ 

◆福利厚生費⑲＋給料賃金⑳ 

※専従者給与㊳、青色申告特別

控除前の所得金額㊸は算入せ

ず計算。 

◆給料賃金⑳+専従者給与㊳+

青色申告特別控除前の所得

金額㊸（青色申告特別控除前

の所得金額が赤字の場合は

「0」とする）。 

個人事業主 

（白色）※2 

◆専従者控除前の所得金額⑲

＋利子割引料⑯ 

◆給料賃金⑪＋福利厚生費㋸ 

※専従者控除前の所得金額⑲、専

従者控除⑳は算入せず計算。 

◆給料賃金⑪＋専従者控除前

の所得金額⑲＋専従者控除

⑳ 

 
 
 
 
 

 

申請時の直近期末

(a) 

 

（R 年 月期） 

補助事業終了月 

を含む決算期末 

 

（R 年 月期） 

１年目 

(b1) 

 

（R 年 月期） 

2 年目 

(b2) 

 

（R 年 月期） 

3 年目 

(b3) 

 

（R 年 月期） 

①売上高 360,000 365,000 370,000 390,000 420,000 

②営業利益 
（所得金額） 

18,000 18,500 18,500 19,000 20,000 

③人件費 105,000 106,000 108,000 111,000 115,000 

④減価償却費 30,000 30,000 30,000 30,000 29,000 

⑤給与支給総額 85,000 86,000 86,000 86,000 86,000 

⑥従業員数 
※いない場合は「0」と記載して 

ください。 
    35     35     35     35 

    35 

※1 各経費の項目は、所得税青色申告決算書（1 面）に対応 

※2 各経費の項目は、収支内訳書(1 面)に対応 

千円未満を四捨五入して千円単位で記載してください。 
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４ 補助対象経費等 
１）補助対象経費 

見積書 

等番号 
補助対象経費分類 経費の内容 金額（税抜） 

チェック欄 

支払済 見積書 

等添付 

銀行振込 

明細書等 

添付 

No.１ ②環境観測機器 本体 2,000,000円 ☐ ☑ ☐ 

No.２ ②環境観測機器 
多項目センサー 
（水温、塩分、溶存酸素、クロ
ロフィル、濁度、深度） 

3,500,000円 
☐ ☑ ☐ 

No.３ ②環境観測機器 係留具一式 100,000 円 ☐ ☑ ☐ 

No.４ 設置費 機器設置、設定・調整 150,000 円 ☐ ☑ ☐ 

No.５ ソフトウェア導入費 専用ソフト、設定・調整 200,000円 ☐ ☑ ☐ 

No.６        円 ☐ ☐ ☐ 

No.７        円 ☐ ☐ ☐ 

No.８        円 ☐ ☐ ☐ 

No.９        円 ☐ ☐ ☐ 

No.10        円 ☐ ☐ ☐ 

No.11        円 ☐ ☐ ☐ 

No.12        円 ☑ ☐ ☐ 

No.13        円 ☐ ☐ ☐ 

No.14        円 ☐ ☐ ☐ 

No.15        円 ☐ ☐ ☐ 

補助対象経費合計額（Ａ）     5,950,000円  

交付申請額（Ｂ） 
（Ｂ）=（A）×3/4、ただし 1,000円未満切り捨て 
かつ 300万円以上 2,000万円以内 

4,462,000円 
 

※各経費の内訳が分かるものを次のとおり添付するとともに、上欄の「見積書等番号」に対応する数字を、
添付する見積書等全ての右肩に記載し、順番に並べて提出してください。 

※補助対象経費合計額と交付申請額は（様式 1）に記載する数字と一致させてください。 
 
２）施工場所又は保管場所 
  
     高松市・郡   瀬戸内町   〇番地 
 
３）経費負担区分 

補助対象経費 
左の負担区分 

県補助金 融資 自己資金 

   5,950,000円    4,462,000円        0円    1,488,000円 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（別紙１） 

「２ 事業の内容」欄の記載に基づき、本補助事業の遂行に必要な

ものであることが書面上で分かる経費であることが必要です。 

○同一の見積書等に複数の品目が記載されている場合は、補助対象経費分類ごと、また経費の内訳ごとに行を

分けて記入してください。見積書等の写しは当欄「見積書等番号」ごとに１枚ずつ添付し、該当品目に赤線

を引くなどして内容が分かるようにしてください。 

…見積書等の写しについては、品目ごとの内訳がすべて記載されたものを添付してください。 

 （見積書等のみでは内訳品目が不明な場合は、内訳が分かるものを別途添付してください。） 

○補助対象経費の考え方・例などを公募要領（Ｐ６～Ｐ７、Ｐ12、Ｐ24～Ｐ26）で確認の上、「金額」欄には

補助対象経費の金額（税抜）を記載してください。 

…審査は書面でのみ行いますので、各経費の補助事業遂行上の必要性等を「２ 事業の内容」欄に記載すると

ともに、品目だけでは補助対象経費としての該当性等が不明瞭な場合は、必要に応じて内容が分かるような

補足説明を「経費の内容」欄に付記してください。 

交付申請額は補助対象経費合計額の合計金額に補助率を乗じて得た額の 1,000 円未満を切り捨てた金額（補助限

度額を上回る場合は補助限度額）としてください。 

 

※「金額」欄には、申請時点で支払が未了の経費は見積書等の金額を、申請時点で支払が完了している経費は

銀行振込明細書等の金額を記載してください。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象外のため、税抜き

の金額を記載してください。（税込価格しか分からない場合は公募要領 P13 の計算方法を参照してくださ

い。） 

※右端の３つのチェック欄には、必要な見積書等を添付したことを確認の上、該当する欄にそれぞれ☑を入れ

てください。 
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誓 約 書 

 

当社（個人である場合は私）は、下記の事項について誓約します。 

なお、香川県が必要と判断した場合には、香川県警察本部その他関係機関に照会するこ

とについて承諾します。 

 

記 

１ 補助対象外になる者に該当しません。 

２ 役員等（法人又は任意組織にあっては構成員を含む）が、自己、自社若しくは第三者

の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団

員を利用するなどしていません。 

３ 役員等（法人又は任意組織にあっては構成員を含む）が、暴力団又は暴力団員に対し

て、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、

運営に協力し、若しくは関与していません。 

４ 役員等（法人又は任意組織にあっては構成員を含む）が、暴力団又は暴力団員である

ことを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していません。 

５ 営業に関して必要な許認可等を全て取得しています。 

６ 同一の内容で本制度以外の補助事業や委託事業等に採択されていません。また、同

一内容で他の県事業と重複して申請していません。 

７ 申請内容の証拠書類を保存するとともに、県から申請の内容について立入検査・報

告・証拠書類提出の求めがあった場合には、これに応じます。 

８ 申請書類に記載された情報は、必要に応じて関係行政機関に提供されることに同意

します。 

９ 要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、補助金の全額を即時返還すると

ともに、加算金の支払い及び事業者名の公表に応じます。 

10 申請日時点において、事業を継続しており、今後も事業を継続する意思を有してい

ます。 

11 申請書及び添付書類の内容に偽りはありません。 

 

令和８年 月  日 

香川県知事 殿 

 

申請者名 
香川○○株式会社 
代表取締役 讃岐 ●● 

 

（法人にあっては、その名称及び代表者の職・氏名 

※申請者名は自署してください。押印は不要です。 

※原本を提出してください。（コピーは不可） 

（別紙２） 記載例（別紙２） 

自署の場合は 

押 印 不 要 で

す。 

誓約書は自署したもの（原本）をご

提出ください。（コピーは不可） 
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Ⅶ 個人事業者の事業実態の確認書類について（見本） 

個人事業者の方に提出いただく申請書類のうち「事業実態の確認書類」（Ｐ17の⑥）の見

本を以下に掲載しますので、ご参考としてください。 

 

税務署に提出済の直近（令和６年または令和７年分）の確定申告書 

●確定申告書（第一表・第二表） 

…【白色申告者】・【青色申告者】ともに提出いただくもの 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４縦 

Ａ４縦 
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●収支内訳書（１・２面） 

…【白色申告者】の場合に、確定申告書（第一表・第二表）に加えて提出いただくもの 

 

 

 

 

 

Ａ４横 

 

 

Ａ４横 
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●所得税青色申告決算書（１～４面） 

…【青色申告者】の場合に、確定申告書（第一表・第二表）に加えて提出いただくもの 

 

 
 

 

 

 

Ａ４横 

Ａ４横 



 

57 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ａ４横 

Ａ４横 
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直近（令和７年度分）の住民税の申告書類 

…確定申告の義務がない又はその他相当の事由により提出できない場合に提出いただくもの 

 

（各市町により様式が異なるため、見本省略） 

 

開業届 

…創業後最初の決算期を迎えていない場合に提出いただくもの 

 
 

リーフレット 

…窓口・郵送で開業届を提出された場合に、提出いただく税務署が交付するリーフレット 

 

 

Ａ４縦 

Ａ４縦 


